
◎公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法

律 
（令和六年六月一九日法律第五四号）（衆）   

一、 提案理由（令和六年五月二三日・衆議院本会議） 

○長坂康正君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について、

提案の趣旨を御説明申し上げます。 

 本案は、将来にわたる公共工事の品質確保の促進を図るとともに、持続可能な建設業

等を実現するためのもので、その主な内容は、 

 第一に、担い手確保のための働き方改革及び処遇改善に資するよう、公共工事等従事

者の休日など労働条件の適正な整備を基本理念に定めること、 

 第二に、地域建設業等の維持に向けた環境整備を図るため、地域の実情を踏まえた競

争参加資格を適切に定めること等を発注者の責務とすること、 

 第三に、新技術の活用等による生産性向上を図るため、新技術の活用推進を基本理念

や受発注者の責務として位置づけること 

などであります。 

 本案は、昨二十二日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案

として提出することに決したものであります。 

 なお、公共工事の品質確保の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを

申し添えます。 

 何とぞ速やかに可決いただきますようお願い申し上げます。 

○決議（令和六年五月二二日） 

 政府は、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に当

たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 

一 公共工事の契約変更手続きの透明性を確保するため、まずは国土交通省直轄工事に

おいて契約変更前に必要に応じて受発注者以外の第三者が適正性をチェックし、その

意見を反映、公表する新たな仕組みを導入すること。あわせて、それ以外の公共工事

における個々の契約変更についても導入を検討すること。 

二 令和六年能登半島地震を踏まえ、災害対応に不可欠な地域建設業を維持するため、

地方公共団体において適切な競争参加資格や発注単位の設定が行われるよう必要な措

置を講じるとともに、その担い手を確保するため、予定価格や工期の適正な設定等の

諸施策が効果的に実施されるよう、発注関係事務の実施実態及び公共工事に従事する

者への賃金の支払いや休日の付与の状況の把握を進め、必要な措置を講じること。 

三 地域建設業者が災害時の地域の守り手としての役割を果たしていくためには、担い

手を確保し建設機材を維持することが必要であることに鑑み、過疎地域等を含めた地



方公共団体に対する公共事業の施行についての支援等を検討すること。 

四 民間事業者等による新技術の研究開発を促進するとともに、公共工事等においてそ

の活用を推進すること。特に、脱炭素化に対する寄与の程度等の総合的に価値の最も

高い資材や工法等を適切に採用するため、ガイドラインの作成や取組事例に係る情報

収集等を行うこと。 

五 国の総合評価落札方式における賃上げ加点措置について、公平性や地域建設業等の

維持の観点からその影響を調査し、他制度との兼ね合いを考慮しつつ運用を検討する

こと。 

六 測量士等を中長期的に確保するため、就業状況の実態把握を行うとともに、更なる

資格制度の改善について早期に検討を進めること。 

 右決議する。 

二、参議院国土交通委員長報告（令和六年六月一二日） 

○青木愛君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、公共工事の品質確保の促進を図るため、公共工事の品質確保に関する基

本理念、発注者の責務等として、公共工事等に従事する者の休日等の労働環境の改善、

地域の実情を踏まえた適切な公共工事等の発注、公共工事等に関する新たな技術の活用

等について定めるとともに、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置の適切

な実施のための支援、測量に関する専門の養成施設に係る登録の要件の柔軟化等につい

て定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、公

共工事に従事する者に対する適正な賃金及び休日確保のための施策等について質疑が行

われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年六月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 公共工事の契約変更手続の透明性を確保するため、まずは国土交通省直轄工事にお

いて契約変更前に必要に応じて受発注者以外の第三者がその適正性をチェックし、そ

の意見を反映、公表する新たな仕組みを導入すること。あわせて、それ以外の公共工

事における契約変更についても導入を検討すること。 

二 令和六年能登半島地震を踏まえ、災害対応に不可欠な地域建設業を維持するため、

地方公共団体において適切な競争参加資格や発注単位の設定が行われるよう必要な措



置を講ずるとともに、その担い手を確保するため、予定価格や工期の適正な設定等の

諸施策が効果的に実施されるよう、発注関係事務の実施実態及び公共工事に従事する

者への賃金の支払いや休日の付与の状況の把握を進め、必要な措置を講ずること。 

三 地域建設業者が災害時の地域の守り手としての役割を果たしていくためには、担い

手を確保し建設機材を維持することが必要であることに鑑み、過疎地域等を始めとす

る地方公共団体に対する公共事業の施行についての支援等を検討すること。 

四 民間事業者等による新技術の研究開発を促進するとともに、公共工事等においてそ

の活用を推進すること。特に、脱炭素化に対する寄与の程度等を考慮して総合的に価

値の最も高い資材や工法等を適切に採用するため、ガイドラインの作成や取組事例に

係る情報収集等を行うこと。 

五 国の総合評価落札方式における賃上げ加点措置については、公平性や地域建設業等

の維持の観点からその影響を調査し、他制度との兼ね合いを考慮しつつ運用を検討す

ること。 

六 測量士等を中長期的に確保するため、就業状況の実態把握を行うとともに、資格制

度の更なる改善について早期に検討を進めること。 

  右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


